
 

第 1 回嬉野市嬉野総合運動公園等指定管理者選定委員会議事録（要点） 

 

 

日  時： 平成３０年１１月２日（金） １３時３０分～１５時３０分 

場  所： 嬉野市役所（嬉野庁舎）３－２会議室 

出 席 者： 野辺田 晋委員、松本 泰宏委員、田﨑 欄子委員、池田 健一委員 

      中野 哲也委員、早瀬 宏範委員  計６名 

欠 席 者： 無し 

 

要  旨： 

・委員長に野辺田委員を選出 

・審査方法・・申請団体が１者であったため、書類審査と聞き取り調査等を一括審査し、

指定管理者の候補者として適当か否かを決定することを確認。 

       候補者の決定点数を平均７０点以上の条件に「かつ選定基準の各項目にお

いて平均５割以上」を追加した。 

・審査票について・・各項目の内容、配点等を確認すると共に、５段階評価方式にするこ

とを追加決定した。 

・次回選定委員会開催日時・・平成３０年１１月１３日 １３時３０分 嬉野庁舎で開催 

・その他・・次回委員会の会議の（非）公開について 合議により公開する。但し最終審

査時は非公開とすることを決定された。詳細については、第２回委員会冒頭

で決定する。 

 

 

１、開会（文化・スポーツ振興課長 小笠原 啓介） 

 

２、委嘱状交付 

   

３、あいさつ（財政課長 三根 竹久） 

   

４、委員・事務局紹介 

 

５、委員長選出 

嬉野市指定管理選定委員会規則第４条｢委員会に委員長を置き、委員の中から互選す

る。｣の規定により、委員長を選出。事務局一任という委員からの意見により、事務局

より野辺田委員を推薦。野辺田委員了承された。 

 嬉野市指定管理者選定委員会規則第５条｢委員会は、委員長が招集し、その会議の議

長となる｣の規定により野辺田委員長を議長に選出した。 

６、会議の公開・非公開等について 

嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第３条｢会議は原則として公開する。｣の規定

により、原則公開とする。しかし、嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条｢非



公開情報に関し審議する場合は公開しないことができる。｣の規定により個人のプライ

バシー等が特定される内容を審議する場合は非公開とする。 

  

７、指定管理者選定のスケジュールについて 

 資料に沿ってこれまでのスケジュールを含め指定管理開始までのスケジュールを説

明。応募期間の間に（一社）嬉野市体育協会のみ応募、並びに申請書を受領。次回２回

目の選定委員会において平成３１年度以降の指定管理の候補者として適当かどうかを

決定。その後選定結果を通知するとともに、市長へ報告。候補者として適当であれば、

１２月議会に議案として上程。可決した場合、正式に体協へ通知するとともに、詳細の

協議に入る。来年２月上旬までには今後５年間の協定締結の予定。合わせて指定管理委

託料について３月議会に上程。可決されれば４月からの指定管理開始となる。 

 

８、嬉野総合運動公園等指定管理施設概要説明 

 資料を基に、今回指定管理する施設について各担当より説明。 

委 員：もしこの委員会において応募者が不適当となった場合はどうなるのか。 

担当課：市の直営となります。不適当となった旨を市長に伝え、市長の最終判断となり

ます。不適当となった場合は議会への上程はしません。 

委 員：施設以外の部分も指定管理という認識で間違いないか。 

担当課：指定管理のエリアとしては、公園全体となっている。 

委員長：鷹ノ巣公園のため池は指定管理に入っているのか。 

担当課：ため池は指定管理外、周りの樹木については、財政課の管理となっている。 

テニスコートとトイレを含めた公園部分のみです。 

 

９、協議事項 

 １）審査方法、選定基準、審査票について 

資料を基に、担当より説明。 

委 員：自主事業については、経費節減の観点とは別の評価ということで間違いないか。

自主事業をたくさんしたがために経費節減の配点が低くなるのはおかしいと思

います。 

担当課：別の評価です。 

委 員：例えば自主事業等で儲かった分の返還義務等はあるのか。自販機は自主事業に

なるのか。 

担当課：返還義務はありません。自販機は基本的に自主事業です。 

委 員：事前にこのような観点で評価することを先方に伝えているのか。 

担当課：伝えてはいませんが、募集要項の１１.指定管理候補者の選定の欄に同じよう

な文言を入れています。 

委 員：ちなみに大きな４つの項目ごとに何割以上の点数が必要等決まっているのか。

例えば、｢住民の平等な利用を確保することができること｣の２０点が０点でも他

を満点取ればクリアできてしまうが。例えば５割以上とか。 

担当課：何割以上という決まりは特にありません。ぜひご提案をいただければと思いま

す。 

委 員：５割を満たしていない場合、普通以下ということになってしまうため、５割以

上というのが一番良いと思います。 

委 員：ちなみに点数は配点 or０なのか、１点単位でつけるのか。５段階評価等が分か

りやすいと思うが。 

担当課：５段階評価で、何割以上と決めたいと思いますがいかがでしょうか。 

     ※先ほどの池田委員の意見等も踏まえ５段階評価且つ５割以上で平均７０

点以上で決定。 



 ２）次回選定委員会開催日時 

  １１月１３日（火）１３時３０分～ 嬉野庁舎３階３－１会議室 

 

１０、その他 

   特に無し 

１１、閉会（文化・スポーツ振興課長 小笠原 啓介） 

 

次回日程： 

 日   時 平成３０年１１月１３日（火） １３時３０分より 

 場   所 嬉野市役所（嬉野庁舎）３－１会議室 

 出席予定者 嬉野市嬉野総合運動公園等指定管理者選定委員会委員６名、 

嬉野市体育協会関係者４名 

 議   題 嬉野市嬉野総合運動公園等指定管理者選定に係る聞き取り調査、ヒアリン

グ、協議及び採点 

 


